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被
保
険
者
の
皆
さ
ま
へ

地
籍
調
査
に
ご
協
力
を

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

平
成
25
年
度
は
大
野
の一部（
迫・笹
尾・中
大
野
）

を
調
査
し
ま
す

　

人
に
戸
籍
が
あ
る
よ
う
に
、
土
地
に
も
土

地
の
戸
籍（
地
番
・
地
目
・
地
積〔
面
積
〕・

所
有
者
）が
あ
り
ま
す
。

　

こ
れ
を
地
籍
と
言
い
、
法
務
局（
登
記
所
）

に
備
え
付
け
の
公
図
お
よ
び
登
記
簿
に
記
載

さ
れ
て
初
め
て
、
土
地
に
関
す
る
い
ろ
い
ろ

な
権
利
が
法
的
に
保
護
さ
れ
る
の
で
す
。

　

被
保
険
者
個
人
ご
と
の
保
険
料
は
、
被

保
険
者
全
員
が
負
担
す
る
「
均
等
割
額
」
と
、

被
保
険
者
の
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る
「
所

得
割
額
」
の
合
計
額
に
な
り
ま
す
。
均
等
割

額
と
所
得
割
率
は
広
域
連
合
で
２
年
ご
と

に
決
め
ら
れ
ま
す
。

　

所
得
の
低
い
人
や
被
用
者
保
険（
※
）加
入

者
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
人
は
、保
険
料
の
負

※
今
年
度
の
保
険
料
額
は
、
７
月
に
計
算
を

行
い
、
保
険
証
と
保
険
料
額
決
定
通
知

書
を
中
旬
か
ら
下
旬
に
か
け
て
送
付
い

た
し
ま
す
。
お
手
元
に
届
き
ま
し
た
ら

内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

熊
本
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
の
平
成

25
年
度
の
保
険
料
率（
平
成
24
年
度
と
同
率
）

・
均
等
割
額　

４
万
７
９
０
０
円

・
所
得
割
率　

９
・
26
％

保
険
料
（
年
額
）
※
55
万
円
が
上
限

　
　
　
　
　
　

＝

均
等
割
額　

４
万
７
９
０
０
円

　
　
　
　
　
　

＋

所
得
割
額

【
総
所
得
金
額
等
｜ 

33
万
円（
基
礎
控
除
）】

×
所
得
割
率
９
・
26
％

　

し
か
し
、
そ
の
多
く
は
明
治
時
代
の
初
め

な
ぜ
調
査
が
必
要
か

に
行
わ
れ
た
地
租
改
正
時
に
作
成
さ
れ
た
地

図
（
字
切
図
な
ど
）
が
基
に
な
っ
て
い
ま
す
。

当
時
の
測
量
技
術
は
未
熟
な
上
、
短
期
間
で

の
調
査
で
あ
り
、
ま
た
、
長
い
年
月
の
間
に

土
地
の
利
用
形
態
が
変
化
し
た
こ
と
な
ど
に

よ
り
、
面
積
や
形
状
が
現
地
と
整
合
し
て
い

な
い
場
合
が
多
く
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
土

地
の
実
態
を
正
確
に
把
握
し
、
国
土
の
有
効

活
用
と
保
全
を
図
る
た
め
に
地
籍
調
査
が
必

要
な
の
で
す
。

　

竜
北
地
区
に
お
い
て
は
、
平
成
13
年
度
よ

り
地
籍
調
査
を
開
始
し
、
今
年
度
は
、
大
野

の
一
部
（
迫･

笹
尾･

中
大
野
）
の
調
査
を

行
い
ま
す
。
地
区
選
出
の
地
籍
調
査
推
進
委

員
と
町
委
託
業
者
な
ら
び
に
役
場
職
員
が
、

地
権
者
の
立
会
い
の
下
、
現
地
で
境
界
確
認

作
業
を
行
い
ま
す
の
で
、
皆
さ
ま
の
ご
協
力

を
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

な
お
、
現
地
で
の
調
査
に
先
立
ち
、「
調
査

説
明
会
」を
各
地
区
の
公
民
館
な
ど
で
開
催

い
た
し
ま
す
。
該
当
さ
れ
る
地
権
者
の
皆
さ

ま
に
は
、
別
途
ご
案
内
を
い
た
し
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
ご
出
席
下
さ
い
。

【
お
問
い
合
わ
せ
先
】

　

氷
川
町
役
場　

農
地
整
備
課

　

☎
52･

５
８
５
５
（
直
通
）

今
年
度
の
調
査
は

地籍調査の作業手順（予定）

平成 23 年度調査エリア
（認証準備中）

調査完了エリア

地
籍
と
は

調査完了エリア

平成20〜22年度調査エリア
（登記書換中）

平成 25 年度調査エリア

平成 24 年度調査エリア
（閲覧準備中）

保
険
料
の
決
定
方
法
に
つ
い
て

保
険
料
の
軽
減

後期高齢者
医療保険料

ジェネリック医薬品をご活用くださいジェネリック医薬品をご活用ください
ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは
　最初に作られた医薬品（先発医薬品）の特許権存続期間
終了後に、有効成分、用法、効能・効果が同じ医薬品として申
請され、厚生労働省の認可のもとで製造・販売されている低
価格の薬です。ジェネリック医薬品を使用することで自己負
担額を減らし、医療費の節約にもつながります。

ジェネリック医薬品に切り替えるときは？
　かかりつけ医や薬剤師と、よく相談し、ジェネリック医薬
品の特徴や価格、注意点など、薬剤師からの説明をよく聞き
ましょう。
　また、医師の判断により先発医薬品からジェネリック医薬
品に変更できない場合もあります。

安全性は？
　医薬品は薬事法によりさまざまな規制が定められており、
安全性や品質についてしっかりとした検査が行われており
ます。
　ジェネリック医薬品は先発医薬品と同じ規制のもとで、製
造・販売されます。

安い理由は？
　開発コストを抑えることができているからです。
　先発医薬品は、長期の研究開発と多額の費用が必要で
す。ジェネリック医薬品は先発医薬品の実績に基づき製造さ
れますので、先発医薬品で確かめられた安全性と有効性を
持ちながら価格は安くなります。

ジェネリック医薬品（後発医薬品）とは
　最初に作られた医薬品（先発医薬品）の特許権存続期
間終了後に、有効成分、用法、効能・効果が同じ医薬品とし
て申請され、厚生労働省の認可のもとで製造・販売されて
いる低価格の薬です。ジェネリック医薬品を使用すること
で自己負担額を減らし、医療費の節約にもつながります。

安い理由は？
　開発コストを抑えることができているからです。
　先発医薬品は、長期の研究開発と多額の費用が必要で
す。ジェネリック医薬品は先発医薬品の実績に基づき製造
されますので、先発医薬品で確かめられた安全性と有効
性を持ちながら価格は安くなります。

安全性は？
　医薬品は薬事法によりさまざまな規制が定められてお
り、安全性や品質についてしっかりとした検査が行われて
おります。
　ジェネリック医薬品は先発医薬品と同じ規制のもとで、
製造・販売されます。

ジェネリック医薬品に切り替えるときは？
　かかりつけ医や薬剤師と、よく相談し、ジェネリック医薬
品の特徴や価格、注意点など、薬剤師からの説明をよく聞
きましょう。
　また、医師の判断により先発医薬品からジェネリック医
薬品に変更できない場合もあります。

ジェネリック医薬品を
ご活用ください
ジェネリック医薬品を
ご活用ください

担
が
軽
く
な
り
ま
す
。

※
被
用
者
保
険
と
は
協
会

　

け
ん
ぽ
、健
保
組
合
、共
済

　

組
合
な
ど
で
す
。

【
所
得
が
低
い
人
の
軽
減
】

◆
保
険
料
の
均
等
割
額（
被
保
険
者
全
員
が

等
し
く
負
担
す
る
保
険
料
）の
軽
減

※
所
得
が
低
い
人
の
軽
減
は
、自
動
的
に
適

用
さ
れ
ま
す
の
で
、手
続
き
の
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。

世
帯（
被
保
険
者
と
世
帯
主
）の
総
所
得
金
額

（
専
従
者
控
除
、譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
は

適
用
さ
れ
ま
せ
ん
）な
ど
が
…

「
基
礎
控
除
額（
33
万
円
）」を
超
え
な
い

世
帯
で
、被
保
険
者
全
員
の
年
金
収
入
の

控
除
額
を
そ
れ
ぞ
れ
80
万
円
と
し
て
計
算

し
た
上
で
、所
得
が
０
円
と
な
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　

↓

保
険
料
の
均
等
割
額
を
９
割
軽
減

「
基
礎
控
除
額（
33
万
円
）」を
超
え
な
い

世
帯

　
　
　
　
　
　
　
　

↓

保
険
料
の
均
等
割
額
を
８
・
５
割
軽
減

「
基
礎
控
除
額（
33
万
円
）」＋「
24･

５
万

円
×
世
帯
の
被
保
険
者
数（
被
保
険
者
で

あ
る
世
帯
主
を
除
く
）」を
超
え
な
い
世
帯

　
　
　
　
　
　
　
　

↓

保
険
料
の
均
等
割
額
を
５
割
軽
減

「
基
礎
控
除
額（
33
万
円
）」＋「
35
万
円
×

世
帯
の
被
保
険
者
数
」を
超
え
な
い
世
帯

　
　
　
　
　
　
　
　

↓

保
険
料
の
均
等
割
額
を
２
割
軽
減

◆
保
険
料
の
所
得
割
額（
所
得
に
応
じ
て
負

担
す
る
保
険
料
）の
軽
減

被
保
険
者
の
総
所
得
な
ど
が
…

「
基
礎
控
除
額（
33
万
円
）」＋
58
万
円
を

超
え
な
い
人

　
　
　
　
　
　
　
　

↓

保
険
料
の
所
得
割
額
を
５
割
軽
減

【
被
用
者
保
険
加
入
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
た

人
の
軽
減
】

　

被
用
者
保
険
加
入
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
た

人
も
、後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
被
保
険

者
と
な
り
、保
険
料
を
納
め
る
こ
と
に
な
り

ま
す
が
、保
険
料
の
軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。

　

後
期
高
齢
者
保
険
料
の
納
付
方
法

は
、次
の
２
通
り
で
納
付
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

①
特
別
徴
収（
通
常
）

　

年
金
か
ら
の
差
し
引
き
で
す（
手
続

き
の
必
要
な
く
、条
件
が
合
え
ば
自
動

的
に
適
用
さ
れ
ま
す
）。

②
普
通
徴
収

　

納
付
書
で
の
窓
口
納
付
ま
た
は
口
座

引
落
で
の
納
付
で
す
。特
別
徴
収
の
条
件

に
該
当
し
な
い
場
合
の
納
付
方
法
で
す
。

保
険
料
の
納
付
方
法

　

特
例
措
置
と
し
て
、当
分
の
間
は
保

険
料
の
均
等
割
額
が
９
割
軽
減
さ
れ

ま
す（
所
得
割
額
は
か
か
り
ま
せ
ん
）。

◆
対
象
と
な
る
人

　

資
格
を
得
た
日
の
前
日
に
、被
用
者

保
険
加
入
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
た
人
。

お問い合わせ先　健康福祉課 国民健康保険係　☎52−5852（直通）

（平成26年度）

（認証完了後）

（平成25年8月）

（一筆地調査完了後）

地元説明会など・準備

地 籍 測 量

成果閲覧・認証

登記所送付

※全工程でおおむね３年かかります

（平成25年10月〜）

一筆地調査


